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（ 開議時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、４番、山崎邦廣

君及び８番、辰柳敬一君を指名します。 

  次に、日程第２、諸般の報告を行います。陳情

第 21号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・

義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをは

かるための 2024 年度政府予算に係る意見書採択

を求める陳情書、陳情第 22号、年金制度における

外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の

採択を求める陳情については、議会運営委員会で

の協議結果を踏まえ、議員配布の扱いとします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

  次に、日程第３、議案第 31号、令和５年度葛巻

町一般会計補正予算（第４号）から日程第 15、同

意第５号、監査委員の選任に関し同意を求めるこ

とについてまでの 13 議案について、輝くふるさ

と常任委員会に審査を付託しておりましたので、

輝くふるさと常任委員長の審査報告を求めます。

輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告します。 

  配布しております輝くふるさと常任委員会審

査報告書を御覧いただきたいと思います。議案第

31号、令和５年度葛巻町一般会計補正予算（第４

号）、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 32 号、令和５年度葛巻町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算（第１号）、審査の結果、

賛成全員をもって原案可決。議案第 33号、令和５

年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。議案第 34号、一般職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例、審査の結果、賛成

全員をもって原案可決。議案第 35号、葛巻町町税

条例の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全

員をもって原案可決。議案第 36号、町立コミュニ

ティセンター等条例の一部を改正する条例、審査

の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第 37号、

葛巻町下水道事業に地方公営企業法の全部を適

用することに伴う関係条例の整備に関する条例、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

38号、農業集落排水施設条例の全部を改正する条

例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議

案第 39 号、町整備型浄化槽設置条例の全部を改

正する条例、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。議案第 40号、五日市保育園整備工事の変更



 

 

- 2 - 

 

請負契約の締結に関し議決を求めることについ

て、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議

案第 41 号、財産の取得に関し議決を求めること

について、審査の結果、賛成全員をもって原案可

決。同意第４号、監査委員の選任に関し同意を求

めることについて、審査の結果、賛成全員をもっ

て原案同意。同意第５号、監査委員の選任に関し

同意を求めることについて、審査の結果、賛成全

員をもって原案同意。 

  以上のとおり報告いたします。令和５年 12 月

８日、輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。議案第 31 号から同意第５号ま

での 13 議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑

を終わっていますので、質疑を省略し、討論、採

決に入りたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより、日程第３、議案第 31号、令和５年度

葛巻町一般会計補正予算（第４号）を議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 31 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 31号、令和

５年度葛巻町一般会計補正予算（第４号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第４、議案第 32号、令和５年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 32 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 32号、令和

５年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第５、議案第 33号、令和５年度葛巻

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 
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  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 33 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 33号、令和

５年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第６、議案第 34号、一般職の職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例を議

題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 34 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 34号、一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第 35号、葛巻町町税条例

の一部を改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 35 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 35号、葛巻

町町税条例の一部を改正する条例は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、日程第８、議案第 36号、町立コミュニテ

ィセンター等条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 36 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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  起立全員です。したがって、議案第 36号、町立

コミュニティセンター等条例の一部を改正する

条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、議案第 37号、葛巻町下水道事

業に地方公営企業法の全部を適用することに伴

う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 37 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 37号、葛巻

町下水道事業に地方公営企業法の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整備に関する条例は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 10、議案第 38 号、農業集落排水

施設条例の全部を改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 38 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 38号、農業

集落排水施設条例の全部を改正する条例は、委員

長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 11、議案第 39 号、町整備型浄化

槽設置条例の全部を改正する条例を議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 39 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 39号、町整

備型浄化槽設置条例の全部を改正する条例は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 12、議案第 40 号、五日市保育園

整備工事の変更請負契約の締結に関し議決を求

めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 



 

 

- 5 - 

 

  これから議案第 40 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 40号、五日

市保育園整備工事の変更請負契約の締結に関し

議決を求めることについては、委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、日程第 13、議案第 41 号、財産の取得に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 41 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 41号、財産

の取得に関し議決を求めることについては、委員

長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 14、同意第４号、監査委員の選任

に関し同意を求めることについてを議題としま

す。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第４号を採決します。この採決は

起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案同意です。委

員長報告のとおり同意することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第４号、監査

委員の選任に関し同意を求めることについては、

委員長報告のとおり同意されました。 

  次に、日程第 15、同意第５号、監査委員の選任

に関し同意を求めることについてを議題としま

す。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第５号を採決します。この採決は

起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案同意です。委

員長報告のとおり同意することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第５号、監査

委員の選任に関し同意を求めることについては、

委員長報告のとおり同意されました。 

  ここで暫時休憩します。 
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（ 休憩時刻 １３時５２分 ） 

（ 追加日程・議案配布 ） 

（ 再開時刻 １３時５３分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  お諮りします。ただいま町長から追加日程第

１、同意第６号、教育長の任命に関し同意を求め

ることについてが提出されました。これを日程に

追加し、追加日程第１として直ちに議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。したがって、同意第６号

を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定し

ました。 

  それでは、追加日程第１、同意第６号、教育長

の任命に関し同意を求めることについてを議題

とします。 

  ここで教育次長兼こども教育課長は退席願い

ます。 

（ 教育委員会教育次長兼こども教育課長 

石角則行君 退席 ） 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  追加で人事案件１件を提案させていただきま

す。同意第６号、教育長の任命に関し同意を求め

ることについて。次の者を教育長に任命すること

について、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

  氏名、石角則行。 

  任期につきましては、令和６年１月１日から令

和８年 12月 31日までの３か年とするものであり

ます。 

  なお、経歴書につきましては添付しております

ので、お目通しをいただきたくお願い申し上げま

す。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  これで提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております

同意第６号については、葛巻町議会総合条例第 46

条第３項の規定により、輝くふるさと常任委員会

へ審査を付託しないこととしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。したがって、直ちに質疑

に入ります。なお、本案は人事案件でありますの

で、質問は私生活にわたらないようご注意願いま

す。質疑ありませんか。近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  お聞きします。町長は、新しい教育長にどのよ

うなことを期待されておるのでしょうか、お聞き

したいと思います。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  町におきまして抱える教育の課題、ハード、ソ

フト面、そういった課題、あるいは細やかな教育

に対する配慮、さらには高校の存続発展等に関す

るそういった取組を期待しているところであり

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ほかにありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を省略し、採決に入りたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから、同意第６号を採決します。この採決

は起立によって行います。同意第６号、教育長の

任命に関し同意を求めることについては、原案の

とおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第６号、教育

長の任命に関し同意を求めることについては、原

案のとおり同意することに決定しました。 

  教育次長兼こども教育課長は、着席願います。 

（ 教育委員会教育次長兼こども教育課長 

石角則行君 入場 ） 

教育委員会教育次長兼こども教育課長（ 石角則行

君 ） 

  はい、議長。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長に選任された石角君から発言の申出が

ありましたので、これを許します。石角則行君。 

 

教育委員会教育次長兼こども教育課長（ 石角則行

君 ） 

  私ごとではありますが、発言の機会をいただき

ましたこと、誠にありがとうございました。ただ

いまは、教育長の選任に際し、議会の同意を賜り、

その職責の重さに改めて身の引き締まる思いで

あります。 

  これからは、鈴木重男町長の下、葛巻町の明る

い未来を担う子供たちの健やかなる成長を支え

るため、微力ではありますが、誠心誠意努力して

まいる所存でございます。町民の皆様並びに議員

各位の皆様からのご指導、ご支援を賜りますよう

お願いいたしまして、一言ご挨拶とさせていただ

きます。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  これで令和５年葛巻町議会 12 月定例会議を終

了し、以上で閉会いたします。 

（ 散会時刻 １４時０１分 ） 


